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1．改正の内容 

①基礎課税額分の賦課限度額引き上げ(第 3条、第 24条関係) 

    基礎課税額分   54万円 → 58万円 

  ②均等割・平等割の減額対象範囲を拡大(第 24条関係) 

  5割軽減の対象所得 

     改正前  (33万円＋27.0万円×被保険者数)円以下 

     改正後  (33万円＋27.5万円×被保険者数)円以下 

  2割軽減の対象所得 

     改正前  (33万円＋49万円×被保険者数)円以下 

     改正後  (33万円＋50万円×被保険者数)円以下 

【軽減判定所得早見表(均等割・平等割)】      (円) 

被保険者数 7割軽減所得 5割軽減所得 2割軽減所得 

1人 ～330,000 ～605,000 ～830,000 

2人 ～330,000 ～880,000 ～1,330,000 

3人 ～330,000 ～1,155,000 ～1,830,000 

4人 ～330,000 ～1,430,000 ～2,330,000 

5人 ～330,000 ～1,705,000 ～2,830,000 

6人 ～330,000 ～1,980,000 ～3,330,000 

 

2．改正による影響額(平成 29年 9月末で試算) 

①限度額引き上げの影響額        上段：限度額超過世帯、下段：調定額 

 改正前 A 改正後 B 差引 B-A 

基礎分 185世帯 150世帯 △35世帯 

1,768,563,125円 1,775,073,800円 6,510,675円 

影響額合計 6,510,675円 

 

②軽減対象範囲の拡大の影響額          上段：軽減世帯、下段：軽減額 

 改正前 A 改正後 B 差引 B-A 

5割軽減分 3,286世帯 3,330世帯 44世帯 

150,734,875円 152,757,600円 2,022,725円 

2割軽減分 2,214世帯 2,261世帯 47世帯 

40,105,330円 40,864,970円 759,640円 

影響額合計 2,782,365円 

 


